
議案第94号

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第１９条第２項の規定による認証の日から、次のとおり字の区域
を変更することについて、地方自治法 （昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、本議会の
議決を求める。

　　平成２０年　９月　９日

三　朝　町　長　　吉　田　秀　光

区域を変更する字の名称 　同左の区域 　　（平成２０年 １月 １日現在の地番による。）

大字片柴字ホケガナル 大字片柴字ホケガナルのうち１１６７の５、１２１３の３以外の区域

大字片柴字別所 大字片柴字別所のうち１２８６の５及びこれと一体をなす国有地以外の区域
大字余戸字深田５６の６

大字余戸字切立 大字片柴字ホケガナル１１６７の５、１２１３の３
大字余戸字切立の全域
大字余戸字杉縄１９から２５まで及びこれらと一体をなす国有地並びに１８、２７の１
から２７の３までと一体をなす国有地の一部

大字余戸字百窪 大字余戸字百窪のうち９の８以外の区域

大字余戸字杉縄 大字余戸字杉縄のうち１９から２５まで及びこれらと一体をなす国有地並びに１８、
２７の１から２７の３までと一体をなす国有地の一部以外の区域
大字余戸字深田３６の１、３６の８、３６の９、３８の１、３８の６

大字余戸字深田 大字片柴字別所１２８６の５及びこれと一体をなす国有地
大字余戸字百窪９の８
大字余戸字深田のうち３６の１、３６の８、３６の９、３８の１、３８の６、５６の６以外の
区域

　　　　　　余戸地区地籍調査事業に伴う字の区域の変更について



大字余戸字壱敷 大字余戸字壱敷のうち７６の２、７６の３及びこれらと一体をなす国有地以外の
区域
大字余戸字山崎１０６の３
大字余戸字イシュウ谷２５７、２５９、２６０と一体をなす国有地の一部

大字余戸字山崎 大字余戸字壱敷７６の２、７６の３及びこれらと一体をなす国有地
大字余戸字山崎のうち１０６の３以外の区域
大字余戸字イシュウ谷２５４の２、２５７と一体をなす国有地の一部

大字余戸字金ケ森 大字余戸字金ケ森の全域
大字余戸字文六谷１７６の２、１７６の３

大字余戸字文六谷 大字余戸字文六谷のうち１７６の２、１７６の３以外の区域

大字余戸字イシュウ谷 大字余戸字イシュウ谷のうち２６６及びこれと一体をなす国有地の一部並びに
２５４の２、２５７、２５９から２６２までと一体をなす国有地の一部以外の区域

大字余戸字村通 大字余戸字イシュウ谷２６６及びこれと一体をなす国有地の一部並びに２６０から
２６２までと一体をなす国有地の一部

大字余戸字村通のうち６１５の１、６１５の２、６２０以外の区域
大字余戸字割谷２９１の１、２９１の２
大字余戸字新宮４７３の２及びこれと一体をなす国有地

大字余戸字割谷 大字余戸字割谷のうち２９１の１、２９１の２以外の区域

大字余戸字中垣 大字余戸字中垣の全域
大字余戸字五反田６２７の２、６２９、６３０の２、６３１の２、６３３の２、６３４の２、
６３６の２、６３７の２

大字余戸字五反田 大字余戸字村通６２０
大字余戸字五反田のうち６２１の２、６２７の２、６２９、６３０の２、６３１の２、６３３の２、
６３４の２、６３６の２、６３７の２以外の区域

大字余戸字新宮 大字余戸字村通６１５の１、６１５の２
大字余戸字新宮のうち４７３の２及びこれと一体をなす国有地以外の区域
大字余戸字新崎５３４の２

大字余戸字新崎 大字余戸字五反田６２１の２
大字余戸字新崎のうち５３４の２以外の区域


